
1 

資料２ 
 

 

個人情報保護管理運営会議 付議事項 
 

件

名 

国民健康保険料に係る東京出入国在留管理局への滞納者情報の外部提供につ

いて 

 

 

内容は別紙のとおり 

 

要綱の根拠 

◇第3条第1項第3号（外部提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当部課：総務部滞納対策課） 
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事業の概要 

事業名  国民健康保険料の滞納者に係る協力要請制度 

担当課  総務部滞納対策課 

目 的  国民健康保険料の滞納者に一層適正に対応するため 

対象者  国民健康保険料の外国人滞納者 

事業内容 １ 概要 

区では、外国人被保険者に国民健康保険制度の周知を徹底し、納付を促すことが 

収入率の向上につながると考え、これまでに、窓口案内、窓口対応及び新宿区納付

案内センターにおける多言語対応可能な人材の配置等や、東京出入国在留管理局へ

の居住実態調査を行っている。 

このたび、令和８年度から、区が催告等滞納整理の取組みを行った上で、それで

もなお、滞納が継続されている滞納者について、滞納期間や納付相談歴等の滞納整

理の経過を踏まえた上で、東京出入国在留管理局へ当該滞納者の情報を提供し、当

該滞納者が在留資格の変更・更新の申請に及んだ際に、国民健康保険料の納付証明

書の提出を求める協力要請制度を実施する。 

区においては、東京出入国在留管理局と連携することで、国内に居住している間

に国民健康保険料の納付、滞納解消に繋げることが一定程度可能となる。また、東

京出入国在留管理局においては、在留資格の変更や在留期限の更新許可のガイドラ

インで「国民健康保険料の未納については、審査上、判断要素と考慮する」とされ

ており、本外部提供によって在留審査の適正化が可能となる。このことから、個人

情報の保護に関する法律第６９条第２項第３号に定める相当な理由に該当するも

のとして、外部提供を行う。 

 

２ 個人情報保護管理運営会議への付議内容 

国民健康保険料の滞納者情報（滞納者の氏名（英字・漢字）、性別、生年月日、

国籍・地域、在留カード番号、在留資格、在留期間、在留期限、滞納処分を十分に

尽くしたといえる理由）を東京出入国在留管理局へ外部提供を行う。 

 

３ 対象者数 

約５００人  

※個人情報の流れは、資料２－１のとおり 
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別紙（外部提供関係） 

◇外部提供（第3条第 1項第3号） 

件名 国民健康保険料に係る東京出入国在留管理局への滞納者情報の外部提供に

ついて 

保有課（担当課）  総務部滞納対策課 

登録業務の名称  国民健康保険料の滞納者に係る協力要請制度 

登録業務の目的  国民健康保険料の滞納者に一層適正に対応するため 

外部提供の相手方  東京出入国在留管理局 

外部提供を行う理

由 

 国民健康保険料の納付による滞納解消に繋げることが可能となるとともに、東京

出入国在留管理局の在留審査における適正化を図ることが可能となるため 

外部提供を行う情

報項目 

 滞納者の氏名（英字）、氏名（漢字）、性別、生年月日、国籍・地域、在留カー

ド番号、在留資格、在留期間、在留期限、滞納処分を十分に尽くしたといえる理由 

外部提供を行う際

に使用する記録媒

体 

 電子媒体（Excel形式） 

※東京出入国在留管理局への情報提供には電子メールを利用し、Excel シート・

ZIPファイルの双方にパスワードを設定して送信する。 

※電子メールは LGWAN及び政府共通ネットワークを経由するため、インターネッ

トから切り離されている。 

外部提供に当たっ

ての情報保護対策 
別紙チェックリストのとおり 

外部提供の時期 
令和８年６月１日から令和９年３月３１日まで（次年度以降も、同様の外部提供を

行う。） 

緊急時の外部提供

における本人通知

の状況 

―― 
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新宿区
（滞納対策課）

東京出入国在留管理局

・他の行政機関等に保有個人情報を提供することについて、相当又は特別
な理由があると判断できるか、関係部署と慎重に協議する。また、必要に
応じて、個人情報保護委員会へ助言を求める。
・利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、
利用形態等について提供先との間で書面を取り交わす。
・提供先に対し、次に掲げる措置を講ずるよう求める。
⑴利用目的又は方法の制限
⑵取扱者の範囲の限定
⑶第三者への再提供の制限又は禁止
⑷消去、返却等利用後の取扱いの指定
⑸取扱状況に関する所要の報告の要求
⑹訂正の決定を行った場合において、当該訂正に応じる。
⑺適切な情報保護対策、情報セキュリティ対策の実施
・必要があると認めるときは、外部提供を行う前又は随時に実地の調査等
を行うことにより、当該措置の状況を確認し、その結果を記録するととも
に、改善要求等を行う。

②滞納者情報の提供
（Excelデータ）

・Excelシート・ZIPファイル暗号化
・複数人が立ち合いのもと送信
・提供する個人情報の取扱者を指定

滞納者の氏名（英字）、氏名
（漢字）、性別、生年月日、国
籍・地域、在留カード番号、在
留資格、在留期間、在留期限等

東京出入国在留管理局への滞納者情報の提供にかかる個人情報の流れ

※対象外国人の在留資格の変
更・更新の際、国民健康保険
料の納付証明書の提出を求め
る。

LGWAN及び政府共通
ネットワークを経由
した電子メール
※インターネットか
ら切り離されている

①滞納者情報抽出

区PC

③疑義照会

④疑義照会の回答（Excelデータ）

⑤対象者が納付を行った場合は、滞納
解消者情報を提供（Excelデータ）



対策が可能

であれば○
情報保護対策

○

担当課の保護管理者は、他の行政機関等に保有個人情報を提供
することについて、相当又は特別な理由があると判断できる
か、関係部署と慎重に協議する。また、必要に応じて、個人情
報保護委員会へ助言を求める。

○
担当課の保護管理者は、利用目的、利用する業務の根拠法令、
利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について提供先と
の間で書面を取り交わす。

○

担当課の保護管理者は、提供先に対し、次に掲げる措置を講ず
るよう求める。
⑴利用目的又は方法の制限
⑵取扱者の範囲の限定
⑶第三者への再提供の制限又は禁止
⑷消去、返却等利用後の取扱いの指定
⑸取扱状況に関する所要の報告の要求
⑹訂正の決定を行った場合において、当該訂正に応じる。
⑺適切な情報保護対策、情報セキュリティ対策の実施

○

担当課の保護管理者は、必要があると認めるときは、外部提供
を行う前又は随時に実地の調査等を行うことにより、当該措置
の状況を確認し、その結果を記録するとともに、改善要求等を
行う。

○
担当課の保護管理者は、提供する個人情報の取扱者を指定す
る。

２　外部提供にかかる個人情報保護対策チェックリスト　　　　　

情報保護対策

【運用上の対策】
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